「施工管理用3次元データ作成業務」特記仕様書 (案)

第１章　総則

第１条　適用

１．本特記仕様書(以下、｢本仕様書｣という)は、国土交通省　◎◎地方整備局制定の｢設計業務等共通仕様書｣(以下、｢共通仕様書｣という。)でいう特記仕様書で、｢施工管理用3次元データ作成業務｣(以下、｢本業務｣という。)に適用する。

２．本業務を実施するに当たり本仕様書に明示なき一般事項は、共通仕様書によるものとする。

第２条　疑義

　本業務の遂行上疑義を生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。

第３条　権利義務

　本業務によって得られる成果は、国に帰属するものであり、私権を設定してはならない。

第４条　TECRIS登録のための確認

　受注者（請負者） は、契約時又は変更時において、請負金額が100万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ） に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完了時は業務完了後10日以内に、調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録内容に訂正が必要な場合、ＴＥＣＲＩＳに基づき、「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があった日から1 0 日以内に調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。
また、登録機関に登録後、ＴＥＣＲＩＳより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が1 0 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
第５条　管理技術者

　管理技術者は、共通仕様書の定めのほか技術士、RCCMについては下記を満たす者とする。

　なお、本業務における対象は、以下のとおりとする。

　　業務該当部門：建設部門

　　同種業務　　：道路予備設計業務又は道路詳細設計業務

    類似業務　　：護岸予備設計業務又は護岸詳細設計業務

  ①技術士（総合技術監理部門：業務に該当する部門の選択科目すべてを対象とする。）

②技術士（業務に該当する部門）で平成13年度以降の試験合格者の場合には、７年以上の実務経験を有したうえで業務に該当する部門に４年以上従事し、かつ同種・類似業務の実績を有する者。

  ③RCCM（道路部門）で、同種・類似業務の実績を有する者。

第２章　業務内容

第６条　業務構成

　「出来形管理用トータルステーション（以下、出来形管理用ＴＳ）」を利用し、出来形管理を行う工事に用いる施工管理用3次元データを作成する。

１．施工管理用3次元データの作成

  　国道A号◎◎地区（施工延長◎◎km）、国道B号◎◎地区（施工延長◎◎km）、○○川◎◎地区（施工延長◎◎◎m）の設計成果を基に、道路本体（路体盛土）、築堤護岸工について、次に示す内容を実施するものである。

    1)　 施工管理用3次元データの作成・照査　　　　　　　　　　　 １式

第７条　業務内容

１．施工管理用3次元データの作成・照査

　国道Ａ号◎◎地区（施工延長◎◎km）、国道Ｂ号◎◎地区（施工延長◎◎km）、○○川◎◎地区（施工延長◎◎◎m）の設計成果を基に、道路本体・河川堤防本体の「路体・路床・堤防の最終仕上がり形状」について、次に示す内容を実施するものである。

　1)図面（線形計算書、平面、縦断、横断）の整理

発注者より貸与される設計図書（線形計算書、平面図、縦断図、横断図等）を整理し、道路本体・河川堤防本体の「路体・路床・堤防の最終仕上がり面」及び管理断面における横断図から「法面の法肩・法尻・小段等設計変化点の座標」を抽出する。

    なお、図面類に不整合がある場合、発注者に報告する。

　2) 施工管理用3次元データの作成及び照査

上記1)の結果を受け、基本設計データ(XML形式)を「ＴＳによる出来形管理に用いる施工管理データ交換標準(案)Ver.2.0　平成20年３月　国土交通省　国土技術政策総合研究所」に基づき作成する。

  　作成したデータの照査方法は、「施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理要領(案)（平成20年3月）国土交通省」の「第３節　1-3-1 基本設計データの作成」及び「第３節　1-3-2 基本設計データの確認」によること。

  　なお、基本設計データ作成に用いるソフトウェアは、「ＴＳによる出来形管理に用いる施工管理データ作成・帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書(案)　平成20年３月　国土交通省　国土技術政策総合研究所」における「基本設計データ作成ソフトウェア要求仕様」を満たすものとする。なお、道路中心線定義読込み・作成機能及び交換データの入出力機能については、ソフトウェア内で作成する機能で代替しても良い。また、作業中のファイルを独自形式で保存する場合、独自形式ファイルも含め納品すること。

第３章　その他
第８条　資料の貸与

  共通仕様書に定める発注者が貸与する図書その他の資料は次の通りとする。

１．国道Ａ号◎◎地区

    1)Ａ号◎◎設計業務(道路予備設計Ｂ)………１式

    2)Ａ号◎◎設計業務(道路詳細設計)…………１式

２．国道Ｂ号◎◎地区

    3)Ｂ号◎◎設計業務(道路予備修正設計Ａ)…１式

    4)Ｂ号◎◎設計業務(道路詳細設計)…………１式

３．○○川◎◎地区

    5)○○川◎◎設計業務(護岸詳細設計)………１式

以上
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